
 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度の雇用保険料率が下表のとおり決定しました。平成２９年度と同じ保険料率とな

りますので、適切にご対応くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

  

 

 

 

 

 

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については、

一般の事業の保険料率が適用されます。 

  

 

 

 

 
 

         

平成３０年２月号 

三島公共職業安定所   TEL 055-980-1300 

    伊東出張所   TEL 0557-37-2605 

熱海市ふるさとハローワーク   TEL 0557-82-8655 

伊豆市地域職業相談室   TEL 0558-74-3075 

平 成 ３ ０ 年 度 の 雇 用 保 険 料 率 

負担者 ① 

労 働 者 負 担 
（失業等給付の 
  保険料率のみ） 

② 

事 業 主 負 担 

  
① ＋ ② 

雇 用 保 険 料 率 
事業の種類 

失 業 等 給 付 の 
保 険 料 率 

雇用保険二事業の
保 険 料 率 

一般の事業 3/1,000 6/1,000 3/1,000 3/1,000 9/1,000 

農林水産（※）、 

清酒製造の事業 
4/1,000 7/1,000 4/1,000 3/1,000 11/1,000 

建設の事業 4/1,000 8/1,000 4/1,000 4/1,000 12/1,000 

 

平成30年度の雇用保険料について 

 ～平成 29年度から変更ありません～ 

 
雇用保険料率が決定しました！ 

＊平成 29 年度から変更ありません＊ 

平成 30 年度 

〈お問い合わせ〉 ハローワーク三島 雇用保険課（適用担当） 

ＴＥＬ ０５５－９８０－１３０４ ＦＡＸ ０５５－９８７－６４４４ 

◆失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き３/１，０００です。 

  （農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は４/１，０００です。） 

◆雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）も、引き続き３/１，０００です。 

  （建設の事業は４/１，０００です。） 



 

 

 

 

 

 ハローワークでのお仕事探しや雇用保険の受給手続きを行う際は、ハローワークへの求職申込

み手続きが必要となります。 

 以前は、ハローワークにて申込書に必要事項を記入し、求職登録を行っていましたが、インタ

ーネットが利用できるパソコンやスマートフォンをお持ちであれば、ハローワークインターネッ

トサービスからご自宅でも『仮登録』が可能です。 

 『仮登録』を行った後でお越しいただければ、申込書に手書きで記入する必要がなくなり、手

続きに要する時間が短縮されます。 

 また、求人とのマッチングに必要な情報をじっくりと検討しながら登録できます。 

 インターネットのご利用が可能な方は、ぜひ『仮登録』をご活用ください。 

 

★ 雇用保険受給手続きの流れ ★ 

『仮登録』を行っていなかった場合 『仮登録』を行うと… 

１ 受 付 １ 受 付 

   ↓       ↓ 

２「求職申込書」（手書き） ２ 省 略 

   ↓       ↓ 

３ 職 業 相 談 ３ 職 業 相 談 

   ↓       ↓ 

４ 求職登録データ入力作業 ４ 省 略 

   ↓       ↓ 

５ ハローワークカード交付（登録完了） ５ ハローワークカード交付（本登録完了） 

   ↓       ↓ 

６ 雇用保険受給資格決定手続き ６ 雇用保険受給資格決定手続き 

 

 

① ハローワークインターネットサービスから氏名等の基本情報や希望条件等必要な情報を入力します。 

 ② 登録いただく情報は、入力の途中で一保存ができます。希望条件などじっくりご検討ください。 

 ③ 入力した情報を確認し、登録を確定させます。仮登録完了画面に『仮登録番号』が表示されます。 

 ④『仮登録番号』等の情報は、お手元に控えてください。ハローワークでの手続きに必要となります。 

 ⑤ 仮登録をした日から１週間以内に最寄りまたはご利用のハローワークへお越しください。 

なお、１週間経過すると仮登録情報は削除されますのでご注意ください。 

 ⑥ ハローワークの窓口で『仮登録番号』をお伝えください。（『仮登録番号』を忘れた場合は 

ご相談ください） 

 ※ 障害をお持ちの方は、障害者であることを確認させていただく必要がありますので、直接ハローワーク

へお越しください。 

 

 

 ハローワークでのお仕事探しや雇用保険の受給手続きにお越しいただく前に… 

求職申込みの○仮登録をおすすめしています！ 

 

 

平均で３０分 

短縮されます 

 『仮登録』の利用手順 

〈お問い合わせ〉 ハローワーク三島 受付職業紹介部門 

ＴＥＬ ０５５－９８０－１３０１ ＦＡＸ ０５５－９８９－６８８６ 



 

 

 

 

 

 

 ハローワークで公開・紹介している求人の内容が実際と違っていた場合には、ご利用のハロー

ワークまたは「ハローワーク求人ホットライン」にお申し出ください。事実を確認のうえ、会社

に対して是正指導を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 所 の 皆 さ ま へ 

労働者を募集する際に労働条件を明示するにあたっては、職業安定法に基づく指針等を遵守してください。 

 
≪職業安定法に基づく指針等の主な内容≫ 

・ 明示する労働条件は、虚偽または誇大な内容としてはなりません。 

・ 有期労働契約が試用期間としての性質をもつ場合、試用期間となる有期労働契約における労働条件を明示しな

ければなりません。また、試用期間と本採用が１つの労働契約であっても、試用期間中と本採用後で労働条件が

異なるのであればそれぞれの労働条件について明示する必要があります。 

・ 労働条件の水準、範囲等を可能な限り限定するよう配慮が必要です。 

・ 労働条件は、職場環境を含め可能な限り具体的かつ詳細に明示するよう配慮が必要です。 

・ 明示する労働条件が変更される可能性がある場合にはその旨を明示し、実際に変更された場合は速やかに 

知らせるよう配慮が必要です。 

 

 

 
ハローワークで仕事を紹介された方へ 

『ハローワーク求人ホットライン』 

求人票と違う！と思ったら… 

 

こんなことありませんか？ 

■面接に行ったら、求人票より低い賃金を提示された。 

■求人票と違う仕事内容だった。 

■正社員だから応募したのに、契約社員だった。 

■採用の直前に、求人票にはなかった勤務地を提示された。 

■「あり」となっていた雇用保険、社会保険に加入していない。 

■始業の 30 分前に出社させられている。 

■労働条件の変更について、契約前に説明がなかった。 

ハローワーク求人ホットライン（求職者・就業者専用） 

☎０３－６８５８－８６０９
ハ ロ ー ワ ー ク

 

 

受付時間 8:30 ～ 17:15 

土日祝も受付（年末年始は除きます） 

※通話料は利用者負担となります。 

〈お問い合わせ〉 ハローワーク三島 求人専門援助部門 

ＴＥＬ ０５５－９８０－１３０２ ＦＡＸ ０５５－９８７－６４４４ 



H28.12月 H29.1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1.58      1.60      1.59      1.51      1.49      1.41      1.49      1.51      1.58      1.53      1.50      1.52      1.57      

三島 1.46      1.48      1.49      1.37      1.36      1.29      1.40      1.39      1.45      1.47      1.47      1.48      1.49      

伊東 2.01      2.01      1.96      2.06      2.01      1.85      1.82      1.98      2.10      1.78      1.63      1.68      1.86      

1.41      1.43      1.42      1.47      1.51      1.54      1.57      1.57      1.55      1.56      1.58      1.59      1.60      

1.43      1.43      1.43      1.45      1.48      1.49      1.51      1.52      1.52      1.52      1.55      1.56      1.59      

（注）  静岡県・全国は季節調整値

年　月

項　目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

（注） 全数 ＝ 一般 ＋ パートタイム

（注）  ▲は減少率（差）、Pはポイントである。

年　月

項　目

（注）  ▲は減少率である。

有 効 求 人 倍 率 の 推 移

三島所

静岡県

全　国

職 業 紹 介 関 係 主 要 指 標

平成29年12月 平成29年11月 平成28年12月
対 前 月 対 前 年 同 月

増 減 率 （ 差 ） 増 減 率 （ 差 ）

▲ 8.3%

月 間 有 効 求 職 者 数 3,709 3,996 3,824 ▲ 7.2% ▲ 3.0%

Ⅰ
　
全
　
　
　
　
　
数

新 規 求 職 申 込 件 数 766 962 835 ▲ 20.4%

新 規 求 人 数 2,019 2,031 2,254

紹 介 件 数 921 1,161 1,042 ▲ 20.7% ▲ 11.6%

▲ 0.6% ▲ 10.4%

月 間 有 効 求 人 数 5,807 6,070 6,035 ▲ 4.3% ▲ 3.8%

充 足 数 272 282 263 ▲ 3.5% 3.4%

就 職 件 数 314 338 327 ▲ 7.1% ▲ 4.0%

有 効 求 人 倍 率 （ 4/2 ） 1.57倍 1.52倍 1.58倍 0.05P ▲ 0.01P

新 規 求 人 倍 率 （ 3/1 ） 2.64倍 2.11倍 2.70倍 0.53P ▲ 0.06P

伊 東 出 張 所 1.86倍 1.68倍 2.01倍 0.18P ▲ 0.15P

三 島 本 所 1.49倍 1.48倍 1.46倍 0.01P 0.03P

充 足 率 （ 7/3 × 100 ） 13.5% 13.9% 11.7% ▲ 0.4P 1.8P

就 職 率 （ 6/1 × 100 ） 41.0% 35.1% 39.2% 5.9P 1.8P

▲ 5.0%

月 間 有 効 求 職 者 数 2,349 2,493 2,437 ▲ 5.8% ▲ 3.6%Ⅱ
　
一
　
　
　
　
　
般

新 規 求 職 申 込 件 数 527 624 555 ▲ 15.5%

新 規 求 人 数 1,087 1,054 1,129

紹 介 件 数 613 758 728 ▲ 19.1% ▲ 15.8%

3.1% ▲ 3.7%

月 間 有 効 求 人 数 3,022 3,067 3,040 ▲ 1.5% ▲ 0.6%

充 足 数 147 154 142 ▲ 4.5% 3.5%

就 職 件 数 182 194 180 ▲ 6.2% 1.1%

充 足 率 (18/14 × 100) 13.5% 14.6% 12.6% ▲ 1.1P 0.9P

就 職 率 (17/12 × 100) 34.5% 31.1% 32.4% 3.4P 2.1P

▲ 14.6%

月 間 有 効 求 職 者 数 1,360 1,503 1,387 ▲ 9.5% ▲ 1.9%Ⅲ
　
パ
ー

ト
タ
イ
ム

新 規 求 職 申 込 件 数 239 338 280 ▲ 29.3%

新 規 求 人 数 932 977 1,125

紹 介 件 数 308 403 314 ▲ 23.6% ▲ 1.9%

▲ 4.6% ▲ 17.2%

月 間 有 効 求 人 数 2,785 3,003 2,995 ▲ 7.3% ▲ 7.0%

充 足 数 125 128 121 ▲ 2.3% 3.3%

就 職 件 数 132 144 147 ▲ 8.3% ▲ 10.2%

充 足 率 (27/23 × 100) 13.4% 13.1% 10.8% 0.3P 2.6P

就 職 率 (26/21 × 100) 55.2% 42.6% 52.5% 12.6P 2.7P

雇 用 保 険 関 係 主 要 指 標

平成29年12月 平成29年11月 平成28年12月
対 前 月 対 前 年 同 月

増 減 率 増 減 率

▲ 0.1% 3.2%

被 保 険 者 数 73,694 73,693 70,385 0.0% 4.7%
雇
用
保
険

適
　
用

適 用 事 業 所 数 5,341 5,344 5,175

資 格 取 得 者 数 757 877 699

離 職 票 交 付 枚 数 426 528 418 ▲ 19.3% 1.9%

▲ 13.7% 8.3%

資 格 喪 失 者 数 719 826 659 ▲ 13.0% 9.1%

5.3%

受 給 者 実 人 員 887 897 929 ▲ 1.1% ▲ 4.5%
給
付

受 給 資 格 決 定 件 数 220 228 209 ▲ 3.5%


